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歳出予算前年比
２億１９３６万円(３．１％)の増

９月
議会

歳 入
７４億

８３５５万円

国の支出金
６億 7978 万円

（8.6％）

町税
18 億 7078 万円

（25.0％）

使用料及
び手数料

1 億 6007 万円
（2.1％）

諸収入
1 億 9492 万円

（2.6％）

その他
（繰入金等）
５億 8896 万円

（7.9％）

地方交付税
24 億 1320 万円

（32.2％）

町の借入金
６億 4232 万円

（8.6％）

県の支出金
5 億 1052 万円

（6.8％）

その他
4 億 2301 万円

（6.8％）

自
主

財

源

依

存

財
源

　

令
和
元
年
９
月
定
例
会
が
９
月
４
日
か
ら
19
日
ま
で

の
16
日
間
の
会
期
で
開
か
れ
ま
し
た
。

　

議
会
で
は
平
成
30
年
度
の
各
会
計
決
算
認
定
、
条
例

の
制
定
お
よ
び
一
部
改
正
、
平
成
30
年
度
補
正
予
算
な

ど
町
長
か
ら
提
案
さ
れ
た
25
議
案
を
審
議
し
ま
し
た
。

●依存財源
　国や県から交付されるお金や
　借金など

46 億 6882 万円（62.4％）

●自主財源
　町が自主的に集めることが出
　来るお金

28 億 1473 万円（37.6％）

一般会計実質収支額
５９３３万円

歳入決算額から歳出決
算額と翌年度に繰り越
すべき財源を差し引い
た額。地方公共団体の
財政運営の状況を判断
する重要なポイントと
なります。

経常収支比率
９８．２％

財政構造の弾力性を測
定する指標。
この数値が高いほど財
政が硬直化し自由度が
少なくなっている状態
を表します。

財政力指数
０．４８

地方公共団体の財政力
を示す指標（過去３年
間の平均値）。１に近
いほど財源に余裕があ
るとされます。
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歳 出
７３億

４４５６万円

議会費
9259 万円
（1.3％）

総務費
11 億 4133 万円

（15.5％）

民生費
26 億 2351 万円

（35.7％）

衛生費
8 億 0150 万円

（10.9％）

土木費
5 億 7720 万円

（7.9％）

消防費
3 億 2609 万円

（4.4％）

教育費
6 億 1162 万円

（8.3％）

公債費
9 億 4390 万円

（12.9％）

災害復旧費
2519 万円
（0.3％）

商工費
3911 万円
（0.5％）

農林水産業費
1 億 6251 万円

（2.2％）

平成３０年度 一般会計決算

７３億４４５６万円
※数字は四捨五入しているた
め、必ずしも合計と一致する
とは限りません。
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総務費
11億４１３３万円

（１人あたり7万 1431円）
主な事業
○定住促進奨励金� 1837万円
○賃貸住宅家賃補助金� 274万円
○高齢者運転免許返還事業�131万円

民生費
２６億２３５１万円

（１人あたり16万４１９５円）
主な事業
○後期高齢者医療給付負担金
� 2億 3601万円
○障害福祉サービス費� 4499万円
○児童手当費� 2億 3139万円

衛生費
８億０１５０万円

（１人あたり5万 0163円）
主な事業
○予防接種業務委託料� 3181万円
○健康診査事業委託料� 1215万円
○じん芥処理施設運営負担金
� 1億 3143万円

農林水産業費
１億６２５１万円

（１人あたり1万 0171円）
主な事業
○水田農業担い手機械導入支援事業
� 970万円
○多面的機能支払事業� 3909万円

商工費
３９１１万円

（１人あたり2448円）
主な事業
○元気まつり補助金� 257万円
○特産品販売促進事業� 251万円

土木費
５億７７２０万円

（１人あたり3万 6125円）
主な事業
○道路維持管理事業� 4740万円
○公園管理費� 1500万円

消防費
３億２６０９万円

（１人あたり2万 0409円）
主な事業
○直鞍広域消防事務組合負担金
� ２億 7443万円
○防災無線費� 1311万円

教育費
６億１１６２万円

（１人あたり3万 8279円）
主な事業
○小学校管理費� 7411万円
○中学校管理費� 4780万円

公債費
９億４３９０万円

（１人あたり5万 9075円）
主な事業
○長期債償還元金�８億 9861万円
○長期債償還利子� 4521万円

一般会計の主な事業
※１人たりの金額は平成31年３月31日現在の総人口15,978人から算出しました。
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町
税
の
現
年
度
と
滞
納
繰

越
の
合
算
し
た
収
入
率
は
町

民
税
95
・
93
％
、
固
定
資
産

税
95
・
90
％
、
軽
自
動
車
税

90
・
69
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

町
全
体
で
は
、
96
・
07
％

で
前
年
度
に
比
べ
０
・
37
ポ

イ
ン
ト
上
回
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
徴
収
努
力
を
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
、
町
税
は
自
主
財

源
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ

り
、
税
負
担
の
公
平
性
の
観

点
か
ら
も
収
入
未
済
額
解
消

の
た
め
、
収
納
率
の
向
上
に

よ
り
一
層
努
め
ら
れ
る
よ
う

望
み
ま
す
。

　

町
営
住
宅
の
徴
収
は
、
納

付
相
談
な
ど
の
努
力
の
結
果

は
、
現
年
度
分
及
び
滞
納
繰

越
の
収
入
率
に
表
れ
て
い
る

が
、
全
体
で
は
、
前
年
度
よ

り
４
・
25
ポ
イ
ン
ト
上
回
っ

て
い
る
。
滞
納
者
対
策
と
し

て
、
長
期
お
よ
び
悪
質
滞
納

者
に
対
し
民
事
調
停
提
訴
の

実
施
な
ど
、
厳
し
い
徴
収
姿

勢
を
示
し
、
滞
納
額
の
縮
減

に
最
大
限
の
努
力
を
払
わ
れ

る
よ
う
に
望
み
ま
す
。

　

保
育
料
は
、
収
入
率
が
前

年
度
に
比
べ
現
年
度
分
で

０
・
06
ポ
イ
ン
ト
減
少
、
滞

納
繰
越
で
７
・
40
ポ
イ
ン
ト

増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

徴
収
努
力
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税
の
収
入

率
は
、
前
年
度
に
比
べ
現
年

度
分
で
１
・
47
％
増
、
滞
納

繰
越
分
で
１
・
49
％
増
と

な
っ
て
い
ま
す
。
収
入
未
済

額
は
、
６
３
７
９
万
円
で
前

年
度
に
比
べ
１
９
６
７
万
円

減
少
し
て
い
ま
す
。

　

住
宅
新
築
資
金
等
の
収
入

未
済
額
は
２
１
７
７
万
円
で

前
年
度
に
比
べ
52
万
円
減
少

し
て
い
る
が
、
未
収
金
の
回

収
に
つ
い
て
は
な
お
一
層
の

努
力
を
要
望
し
ま
す
。

　

本
年
度
の
決
算
の
収
支
状

況
は
、
一
般
会
計
の
実
質
収

支
額
は
５
９
３
３
万
３
千
円

の
黒
字
で
、
実
質
単
年
度
収

支
額
は
１
億
８
５
６
６
万
２

千
円
の
赤
字
と
な
っ
て
い

る
。
ま
た
、
特
別
会
計
を
含

め
た
総
決
算
で
は
実
質
収
支

額
１
億
４
５
７
０
万
８
千
円

で
、
実
質
単
年
度
収
支
額
は

１
億
７
５
２
５
万
円
の
赤
字

で
あ
る
。

　

一
般
会
計
歳
入
予
算
の
執

行
状
況
は
、
前
年
度
に
比
べ

２
億
５
８
４
７
万
２
千
円

（
３
・
58
％
）
増
額
と
な
っ

て
い
る
。
前
年
度
対
比
で
み

る
と
、
自
主
財
源
５
９
０
５

万
２
千
円
（
２
・
14
％
）
増
、

依
存
財
源
１
億
９
９
４
２
万

円
（
４
・
46
％
）
増
で
あ
る
。

自
主
財
源
の
大
半
を
占
め
て

い
る
町
税
は
１
５
３
９
万
１

千
円
（
０
・
82
％
）
の
減
と

な
っ
て
い
る
。
公
平
負
担
の

原
則
の
も
と
町
税
等
の
収
納

率
向
上
を
図
る
な
ど
自
主
財

源
の
確
保
に
努
め
ら
れ
た

い
。
一
方
歳
出
予
算
の
執
行

状
況
は
、
前
年
度
と
比
べ
２

億
１
９
３
６
万
１
千
円
（
３・

08
％
）
増
額
と
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
性
質
別
に
前
年
度
と

比
べ
る
と
義
務
的
経
費
３
・

27
％
増
、
投
資
的
経
費
24
・

87
％
増
、
そ
の
他
の
経
費
は

０
・
90
％
増
で
あ
り
、
本
年

度
は
歳
出
総
額
の
44
・
24
％

（
前
年
度
44
・
15
％
）
が
義

務
的
経
費
で
あ
る
。
今
後
に

お
い
て
も
経
費
の
削
減
に
努

め
ら
れ
た
い
。

　

特
別
会
計
で
は
、
国
民
健

康
保
険
事
業
会
計
は
、
本
年

度
は
黒
字
で
あ
る
が
、
翌
年

度
以
降
に
積
算
で
赤
字
に
な

る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
か

ら
十
分
注
意
を
払
い
経
費
削

減
に
努
め
ら
れ
た
い
。
そ
の

他
各
会
計
で
は
、
黒
字
で
あ

る
。
一
般
会
計
か
ら
の
繰
入

状
況
を
前
年
度
と
比
べ
る

と
、
か
ん
が
い
施
設
維
持
管

理
運
営
費
が
同
額
と
な
っ
た

が
、
国
保
特
別
会
計
25
・
95

ポ
イ
ン
ト
の
増
加
、
後
期
高

齢
者
特
別
会
計
20
・
21
ポ
イ

ン
ト
の
減
少
、
下
水
道
特
別

会
計
は
９
・
65
ポ
イ
ン
ト
増

加
し
て
い
る
。
独
立
採
算
の

観
点
か
ら
収
入
等
の
確
保
に

努
め
ら
れ
た
い
。

今
後
も
経
費
の
削
減
に
努
め
ら
れ
た
い

歳
入
歳
出
決
算
審
査
意
見
書
（
抜
粋
）

● 税目別の滞納額

● その他の滞納額

町
税
滞
納
額　
約
６
６
８
９
万
円
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鞍
手
町
工
場
等
設
置
奨
励
に
関
す
る
条
例
に
基
づ
く

令
和
元
年
度
分
の
固
定
資
産
税
課
税
免
除
の
申
請
が
１

社
か
ら
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
平
成
30
年
度
の
課
税
免
除
に
つ
い
て
、
１
社

か
ら
、
課
税
免
除
措
置
を
講
じ
て
い
た
資
産
に
関
し
、

修
正
申
告
書
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
平
成
30
年
度

分
の
課
税
免
除
の
額
を
変
更
し
て
い
ま
す
。

●令和元年度分 （単位：円）
新増設の
区　　分

(有)ウエキモールド 1,171,400 第２年度 新設

納税義務者 課税免除額 課税免除年度

事
業
所
の
固
定
資
産
税
の
課
税
免
除

新増設の
区　　分

変更前 1,222,800

変更後 1,232,200

納税義務者 課税免除年度

(有)ウエキモールド 第１年度 新設

課税免除額

↓
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◆

◆
中
山
処
理
分
区
管
渠

　
築
造
工
事(

第
88
工
区
）  

 

（
全
員
賛
成
で
同
意
）

　　
【
契
約
の
相
手
方
】

　
有
泉
・
三
新
共
同
企
業
体

　
　
共
同
企
業
体
代
表
者

　
　
　
㈲
有
泉
管
工

　
　
　
　
代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
楠
田　
和
延

　　
【
工
期
】

　

�
契
約
の
効
力
の
発
生
の
日
か

ら
令
和
２
年
２
月
28
日
ま
で

◆
中
山
処
理
分
区
管
渠

　
築
造
工
事(

第
89
工
区
）  

 

（
全
員
賛
成
で
同
意
）

　　
【
契
約
の
相
手
方
】

　

�

藤
本
・
大
輝
共
同
企
業
体

　
　
共
同
企
業
体
代
表
者

　
　
　
藤
本
土
木
㈱

　
　
　
　
代
表
取
締
役

　
　
　
　
　
藤
本　
栄
子

　　
【
工
期
】

　

�

契
約
の
効
力
の
発
生
の
日
か

ら
令
和
２
年
２
月
28
日
ま
で

請
負
契
約
の
締
結 

～
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
～

総路線延長　Ｌ＝ 224.0 ｍ

鞍手ＩＣ

ミニストップ ナフコ鞍手店

総路線延長　Ｌ＝ 321.0 ｍ

鞍手ＩＣ

ミニストップ ナフコ鞍手店

　

意
見
書
１
件
を
全
会
一
致

で
可
決
し
国
の
関
係
機
関
へ

送
付
し
ま
し
た
。

　

陳
情
１
件
が
不
採
択
と
な

り
ま
し
た
。

●�

陳
情
者

沖
縄
県
那
覇
市
銘
苅
１
丁
目

３
番
36
号

「
新
し
い
提
案
」
実
行
委
員

会　
安
里　
長
従

　

陳
情
１
件
が
不
採
択
と
な

り
ま
し
た
。

●
陳
情
者

�

沖
縄
県
宜
野
湾
市
真
栄
原
２

丁
目
15
番
10
号

宜
野
湾
市
民
の
安
全
な
生
活

を
守
る
会

　
会
長　
平
安
座�

唯
雄

　

陳
情
３
件
が
全
員
賛
成
で

可
決
さ
れ
国
の
関
係
機
関
へ

意
見
書
を
提
出
し
ま
し
た
。

●
陳
情
者

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
南
１

丁
目
９
ー
８
ケ
イ
・
ア
イ
ビ

ル
２
階

福
岡
県
医
療
労
働
組
合
連
合

会
　
　
　
執
行
委
員
長

　
　
　
　
　
原　
　
正　
勝

新
た
な
過
疎
対
策
法
の
制

定
に
関
す
る
意
見
書

日
本
政
府
に
対
し
て
、
国

連
の
「
沖
縄
県
民
は
先
住

民
族
」
勧
告
の
撤
回
を
求

め
る
意
見
書
の
採
択
を
求

め
る
陳
情

米
軍
普
天
間
飛
行
場
の
辺

野
古
移
設
を
促
進
す
る
意

見
書
に
関
す
る
陳
情

「
看
護
師
の
全
国
を
適
用
地

域
と
し
た
特
定
最
賃
の
新

設
を
求
め
る
意
見
書
」
の

採
択
を
求
め
る
陳
情

「
介
護
従
事
者
の
全
国
を
適

用
地
域
と
し
た
特
定
最
賃

の
新
設
を
求
め
る
意
見
書
」

の
採
択
を
求
め
る
陳
情

「
安
全
・
安
心
の
医
療
・
介

護
の
実
現
と
夜
勤
交
代
制

労
働
の
改
善
を
求
め
る
意

見
書
」
の
採
択
を
求
め
る

陳
情

●平成３０年度分
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人
権
擁
護
委
員
の
推
薦

　

毛
利
芳
太
郎
氏
、
川
上

美
恵
子
氏
、
林　

正
隆
氏

の
任
期
が
本
年
12
月
31

日
で
満
了
す
る
こ
と
に
伴

い
、
毛
利
氏
、
川
上
氏
に

つ
い
て
は
再
推
薦
、
退
任

さ
れ
る
林
氏
の
後
任
と
し

て
鯵
坂
省
治
氏
を
推
薦
す

る
こ
と
に
全
員
賛
成
で
同

意
し
ま
し
た
。
任
期
は
令

和
２
年
１
月
１
日
か
ら
令

和
４
年
12
月
31
日
で
す
。毛

も う り
利 芳

よ し た ろ う
太郎氏鯵

あじさか
坂　省

しょうじ
治氏 川

かわかみ
上 美

み え こ
恵子氏

�

●��

過
疎
自
立
促
進
計
画
の
変
更

�

●��

会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例

�

●�

印
鑑
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

�

●��

地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例

�

●��

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の

適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関

す
る
法
律
の
公
布
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関

す
る
条
例

�

○��

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
賛
成
９
、
反
対
３

で
可
決
）

�

●�

令
和
元
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

�

●��

令
和
元
年
度
国
民
健
康
保
険
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算

�

●��

令
和
元
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正
予

算

�

●��

令
和
元
年
度
流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会

計
補
正
予
算

�

●�

町
道
路
線
の
変
更

�

○�

民
事
調
停
の
申
立
て
（
賛
成
11
、
反
対
１
で
可
決
）

そ
の
他
の
議
案

●
＝
全
員
賛
成
で
可
決
又
は
認
定

　

こ
の
補
正
予
算
は
、
鞍
手

町
庁
舎
等
建
設
基
本
計
画
に

つ
い
て
、
策
定
後
１
年
８
カ

月
が
経
過
し
て
お
り
、
今
後
、

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
の
内
容
修

正
の
検
討
協
議
を
進
め
て
い

く
に
あ
た
っ
て
視
覚
的
判
断

材
料
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
平
面
図
及
び
鳥

ち
ょ
う
か
ん瞰

図
等

の
補
助
資
料
の
作
成
を
主
業

務
と
す
る
土
地
利
用
計
画
検

討
業
務
委
託
料
を
計
上
す
る

も
の
で
す
。

現
基
本
計
画
の
建
設

予
定
地
に
新
庁
舎
を

建
設
す
る
と
決
心
し
た
の
で

あ
れ
ば
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を

発
揮
し
気
概
を
持
っ
て
や
っ

て
い
た
だ
き
た
い
。

決
心
し
た
か
ら

に
は
住
民
の
理

解
が
得
ら
れ
る
素
晴
ら
し
い

庁
舎
を
造
っ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。

提
案
理
由
に
「
行
政

と
議
会
が
協
議
を
重

ね
て
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ

う
な
協
議
を
行
う
の
か
。

行
政
側
が
提
案

す
る
イ
メ
ー
ジ

パ
ー
ス
に
つ
い
て
議
員
の
方

か
ら
意
見
を
頂
き
、
協
議
の

中
で
必
要
で
あ
れ
ば
修
正
を

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

基
本
計
画
で
は
36
億

円
の
事
業
費
が
、
現

在
は
資
材
等
や
人
件
費
等
の

高
騰
で
41
億
６
千
万
と
な
っ

て
い
る
そ
う
だ
が
、
ど
ち
ら

の
金
額
を
ベ
ー
ス
と
し
て
い

る
の
か
。

41
億
６
千
万
円

が
ベ
ー
ス
と
な

り
ま
す
が
、
な
る
べ
く
こ
の

予
算
を
縮
減
し
て
い
け
る
よ

う
に
、
か
つ
、
利
便
性
の
高

い
庁
舎
に
し
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

●
「
新
庁
舎
建
設
特
別
委
員

会
」
を
設
置

　

こ
の
補
正
予
算
に
関
連
し

て
、
新
庁
舎
の
建
設
に
向
け

た
庁
舎
等
建
設
基
本
計
画
を

は
じ
め
と
す
る
様
々
な
方
針

に
対
し
て
、
議
会
と
し
て
も

新
庁
舎
の
整
備
に
関
し
て
、

調
査
及
び
審
査
を
実
施
す
る

た
め
議
員
全
員
で
構
成
す
る

新
庁
舎
建
設
特
別
委
員
会
を

設
置
し
ま
し
た
。

主
な
質
疑

問

町 

長
問町 

長
問

町 

長

※質疑の内容、答弁は紙面の都合上、要約しています。
　会議録は、鞍手町ホームページや議会事務局で閲覧できます。
　尚、会議録の調製により、閲覧が遅れる場合がありますのでご了承ください。

　
第
５
回
臨
時
会
が
８
月
26
日
に
開

催
さ
れ
、
令
和
元
年
度
一
般
会
計
補

正
予
算
１
件
を
審
議
し
ま
し
た
。

　
●
一
般
会
計
補
正
予
算　
１
９
８
万
円
追
加

　
　
「
土
地
利
用
計
画
検
討
業
務
委
託
料
」
を
計
上
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知
り
た
い
こ
と
望
む
こ
と
７人が
一般質問

１．宇
う た が わ

田川　亮
あきら

　議員・・・・・・・・・・・９

２．田
た な か

中二
ふ み き

三輝　議員・・・・・・・・・・１０

・幼児教育・保育の無償化について

・引きこもり対策について

・町民プールについて
・自治区内の街灯維持管理について

４．野
の ぐ ち

口美
み え こ

恵子　議員・・・・・・・・・・１２

　一般質問とは、町長から提出された議案以外に、行政に対する疑問点に
ついて質問することです。
　一般質問の内容、答弁は質問者自身が要約し、広報委員会が校正したもの
です。
　質問の全文は、鞍手町ホームページや議会事務局で会議録を閲覧できます。
※尚、会議録の調製により、閲覧が遅れる場合がありますので、ご了承下さい。

・ 町立保育所統合について

・副町長について
・商工業施策について

３．西
さい と う

藤 典
の り こ

子　議員・・・・・・・・・・１１

・就任１年が経過した町政運営について

５．許
こ の み

斐 英
ひで ゆ き

幸　議員・・・・・・・・・・１３

６．須
す や ま

山由
ゆ き お

紀生　議員・・・・・・・・・・１４

７．栗
く り た

田 美
よし か ず

和　議員・・・・・・・・・・１５

・ 幼児教育、保育の無償化について

・ 町内のため池管理について
・ ヒメボタル対策について

・高すぎる国保税の引き下げについて

一般質問
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町
民
プ
ー
ル
の
現
状

は
。

本
年
度
の
利

用
者
は
４
３

７
８
人
で
す
。

　

昨
年
７
月
に
漏
水
の
可
能

性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
が
、
水
を
随
時
補
充
す

る
こ
と
で
満
水
に
近
い
状
態

に
保
た
れ
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
ま
し
た
の
で
、
現
在
開
場

し
て
い
ま
す
。

　

今
後
、
利
用
者
が
安
全
に

利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
に

は
、
修
繕
、
改
修
費
用
が

３
０
０
０
万
円
以
上
掛
か
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
遊
泳
プ
ー

ル
を
廃
止
す
る
方
向
で
検
討

す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

小
中
学
校
の
プ
ー
ル

の
開
放
も
現
在
は
出

来
て
い
な
い
。
ス
イ
ミ
ン
グ

ク
ラ
ブ
も
営
業
を
終
了
、
総

合
プ
ー
ル
も
25
ｍ
プ
ー
ル
を

閉
鎖
し
、
現
在
残
っ
て
い
る

の
は
遊
泳
プ
ー
ル
だ
け
と
な

っ
て
い
る
。

ス
イ
ミ
ン
グ
ク
ラ
ブ
が
な

く
な
る
時
、
健
康
増
進
の
た

め
に
も
温
水
プ
ー
ル
を
設
置

し
て
欲
し
い
と
い
う
請
願
が

あ
っ
た
。
当
時
議
員
で
し
た

岡
崎
町
長
も
こ
の
請
願
の
紹

介
者
に
な
っ
て
お
り
賛
成
さ

れ
て
い
る
。

　

町
民
プ
ー
ル
の
廃
止
で
は

な
く
、
屋
内
プ
ー
ル
設
置
に

向
け
て
早
急
に
検
討
を
始
め

る
べ
き
で
は
。プ

ー
ル
の
必
要

性
も
認
識
し
て

い
ま
す
が
、
町
の
財
源
等
も

厳
し
い
状
況
の
中
で
、
バ
ラ

ン
ス
を
考
え
な
が
ら
検
討
し

て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い

ま
す
。遊

泳
プ
ー
ル
に
つ
い

て
は
、
水
の
補
充
で

存
続
出
来
な
い
の
か
。

来
年
に
つ
き

ま
し
て
も
今

年
同
様
、
水
を
補
充
す
れ
ば

運
営
で
き
ま
す
。

遊
泳
プ
ー
ル
を
存
続

し
な
が
ら
次
の
温
水

プ
ー
ル
、
ま
た
は
屋
内
プ
ー

ル
に
繋
げ
て
い
た
だ
く
こ
と

を
要
望
し
ま
す
。

自
治
会
の
加
入
率
は
。

本
年
度
４
月

１
日
現
在
で

総
世
帯
数
７
５
０
６
世
帯
に

対
し
ま
し
て
組
加
入
世
帯
数

が
５
０
０
５
世
帯
と
な
っ
て

お
り
、
加
入
率
は
66
・
68
％

で
す
。

加
入
者
の
減
少
に
伴

っ
て
各
自
治
会
の
財

政
負
担
も
厳
し
く
な
っ
て
き

て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
中
で
自
治
区

内
の
防
犯
灯
維
持
管
理
に
つ

い
て
は
、
多
く
の
自
治
会
で
、

加
入
者
だ
け
が
負
担
し
て
い

る
。町

自
身
が
負
担
す
る
か
、

未
加
入
者
か
ら
町
が
徴
収
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

自
治
会
の
財
産

で
あ
る
防
犯
灯

に
つ
い
て
の
費
用
負
担
ま
で

行
政
が
負
う
の
は
難
し
い
状

況
で
す
。

　

ま
た
、
自
治
会
に
加
入
す

る
の
も
任
意
で
す
し
、
未
加

入
者
か
ら
強
制
的
に
徴
収
す

る
の
も
難
し
い
問
題
で
す
。

相
互
の
繋
が
り
の
中
で
お

支
払
い
い
た
だ
く
よ
う
、
未

加
入
の
方
に
お
願
い
す
る
し

か
な
い
と
思
い
ま
す
。

Google

一般質問
問

問 町 

長

町
民
プ
ー
ル
の
存
続
と
屋
内
プ
ー
ル
の
設
置
を

問
　「
必
要
性
は
認
識
す
る
が
、

　
　
　
他
の
施
策
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
検
討
」

町
長

宇田川　亮 議員

教
育
課
長

問

教
育
課
長

問

 

自
治
区
内
の
防
犯
灯
の

　
　
維
持
管
理
に
つ
い
て

問総
務
課
長

問町 

長

▶鞍手総合プール
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町
長
に
就
任
後
１
年

が
経
過
し
た
が
、
本

年
３
月
に
述
べ
た
所
信
表
明

に
「
し
が
ら
み
の
な
い
町
政

の
実
現
を
目
指
す
」
と
あ
る

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
町

政
を
目
指
し
て
い
る
の
か
。

日
本
国
憲
法
第

15
条
の
２
に
全

て
の
公
務
員
は
全
体
の
奉
仕

者
で
あ
っ
て
、
一
部
の
奉
仕

者
で
は
な
い
と
の
条
文
が
あ

り
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
地
方
公
務
員
常
勤
特
別
職

で
あ
る
私
も
含
め
て
地
方
公

務
員
で
あ
る
職
員
は
一
部
の

人
や
企
業
に
対
し
て
偏
ら
な

い
公
平
公
正
な
町
政
を
進
め

て
行
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

公
僕
の
意
義
に
従
っ

て
町
政
に
携
わ
る
と

い
う
理
解
で
良
い
の
か
。

そ
の
と
お
り
で

す
。

町
の
予
算
を
わ
か
り

や
す
く
解
説
し
た
冊

子
「
な
る
ほ
ど
！
納
得
！
町

の
予
算
」
の
発
行
な
ど
は
一

定
の
評
価
を
す
る
が
、
喫

緊
の
課
題
以
外
に
７
つ
の
項

目
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
残

る
３
年
間
で
実
現
さ
せ
る
に

は
、
か
な
り
ボ
リ
ュ
ー
ム
が

あ
る
と
危
惧
し
て
い
る
が
。

現
在
そ
れ
ぞ
れ

の
内
容
に
つ
き

ま
し
て
は
職
員
と
協
議
を

し
、
一
丸
と
な
っ
て
全
力
で

取
り
組
ん
で
い
く
所
存
で
あ

り
ま
す
。難

し
い
問
題
が
あ
り
、

現
段
階
で
は
進
捗
が

出
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
を
実

現
さ
せ
て
行
く
た
め
に
委
員

会
の
立
ち
上
げ
や
担
当
さ
れ

る
職
員
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ

ー
ム
を
作
る
な
ど
考
え
ら
れ

る
が
、
如
何
か
。

本
部
機
構
で
あ

っ
た
り
、
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
あ
っ
た

り
、
組
織
編
成
を
し
な
が
ら

今
あ
る
課
題
に
取
り
組
ん
で

い
る
状
況
で
す
。

町
政
に
携
わ
る
者
は
、

皆
が
等
し
く
「
ま
ず
、

人
た
れ
」
と
い
う
考
え
方
が

あ
る
。
地
域
の
た
め
、
住
民

の
た
め
に
考
え
て
行
動
を
す

る
。
人
間
力
向
上
に
努
め

努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う

が
、
ど
の
よ
う
な
志
で
町
政

に
携
わ
っ
て
い
る
の
か
。

鞍
手
町
を
寂
し

い
町
に
は
し
た

く
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
町
民
の
誰
も
が
自

信
と
誇
り
を
持
っ
て
鞍
手
町

を
自
慢
で
き
る
町
に
し
た
い

と
も
思
っ
て
い
ま
す
。
鞍
手

町
は
小
さ
い
町
で
す
が
、
住

ん
で
い
る
人
達
が
心
を
豊
か

に
、
幸
せ
を
感
じ
な
が
ら
暮

ら
し
て
い
け
る
よ
う
な
町
に

し
て
行
き
た
い
。
こ
れ
は
私

の
決
意
で
も
あ
り
ま
す
し
私

の
志
で
も
あ
り
ま
す
。

町
長
も
我
々
議
員
も
、

数
名
の
身
近
な
者
達

の
た
め
で
は
な
く
、
鞍
手
町

の
た
め
に
努
力
す
る
、
地
域

住
民
の
た
め
に
全
体
を
見
な

が
ら
活
動
し
て
い
く
、
こ
の

こ
と
が
原
点
に
あ
る
と
受
け

止
め
て
い
る
が
、
こ
の
１
年
、

法
令
や
政
治
倫
理
を
遵
守
し

た
姿
勢
を
貫
き
、
先
程
、
町

長
が
言
っ
た
憲
法
に
謳
わ
れ

て
い
る
公
僕
の
精
神
に
従
っ

て
活
動
し
て
い
る
と
胸
を
張

っ
て
言
え
る
か
。

勿
論
、
胸
を
張

っ
て
言
え
ま

す
。
そ
し
て
今
後
も
胸
を
張

っ
て
町
政
に
携
わ
っ
て
行
き

た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

問

町 

長

問 町 

長

問

問

問
町長

田中二三輝 議員

「胸を張って貫いているといえます」

法令や政治倫理を遵守した
　　　　　　　姿勢を貫いているか？

町 

長

町 

長

問 町 

長

問

問

町 

長

一般質問

▶町の予算を解りやすく解説した冊子
　「なるほど・納得・町の予算」
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一般質問

こ
れ
ま
で
の
保
育
料

は
。

世
帯
の

町
民
税

所
得
割
が
大
き
く
な
る
ほ
ど

負
担
が
重
く
な
る
国
の
定
め

る
保
育
料
に
軽
減
策
が
講
じ

ら
れ
、
第
１
子
は
基
準
額
の

全
額
、
第
２
子
は
半
額
、
第

３
子
は
無
償
。
無
償
化
は
平

成
29
年
度
か
ら
段
階
的
に
実

施
さ
れ
、
平
成
30
年
度
の
段

階
で
町
民
税
非
課
税
世
帯
の

第
２
子
以
降
は
無
償
に
。
今

回
の
対
象
拡
充
に
よ
り
、
完

全
無
償
化
。
鞍
手
町
は
独
自

に
、
国
の
定
め
る
保
育
料
か

ら
10
％
の
減
額
を
行
っ
て
き

て
い
ま
す
。

今
回
無
償
化
の
対
象

と
な
っ
た
施
設
と
人

数
は
。

町
立
剣

第
一
保

育
所
・
古
月
保
育
所
・
私
立

鞍
手
あ
ゆ
み
保
育
園
・
鞍

手
の
ぞ
み
保
育
園
で
１
７
１

名
。
私
立
鞍
手
幼
稚
園
の
71

名
。
町
外
の
幼
稚
園
12
園
で

47
名
で
す
。

実
施
前
後
で
の
財
政

支
出
の
比
較
は
。町

独
自

に
実
施

し
て
き
た
10
％
の
減
額
部
分

に
も
公
費
が
投
入
さ
れ
る
た

め
、
今
年
度
は
７
９
２
万
１

千
円
の
負
担
減
と
な
り
ま

す
。

実
費
徴
収
と
な
る
給

食
費
の
問
題
点
は
。

徴
収
額

が
高
額

と
な
り
滞
納
リ
ス
ク
が
高
ま

る
、
免
除
措
置
に
よ
り
徴
収

額
に
差
異
が
生
じ
る
等
が
あ

り
ま
す
。
徴
収
方
法
に
つ
い

て
は
、
納
付
書
の
発
行
や
口

座
振
替
も
検
討
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

国
保
税
は
な
ぜ
こ
ん

な
に
高
い
の
か
。国

保
税

は
被
保

険
者
等
に
係
る
医
療
費
を
賄

う
た
め
に
徴
収
さ
れ
る
も
の

で
、
医
療
費
増
高
の
一
番
の

要
因
は
医
療
費
を
要
す
る
高

齢
者
の
加
入
割
合
が
高
く
、

一
人
あ
た
り
の
医
療
費
も
高

く
な
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

国
保
以
外
の
医
療
保

険
は
労
使
折
半
で
分

担
し
、
所
得
に
保
険
料
率
を

掛
け
て
算
出
し
た
所
得
割
の

み
な
の
に
対
し
、
国
保
は
所

得
割
に
定
額
の
平
等
割
、
さ

ら
に
人
数
に
応
じ
年
齢
に

か
か
わ
り
な
く
均
等
割
が
加

算
さ
れ
る
。
子
育
て
支
援
に

逆
行
す
る
子
ど
も
の
均
等

割
（
子
ど
も
一
人
に
つ
き

２
万
８
千
６
０
０
円
）
は
、

町
の
未
来
を
担
う
子
供
た
ち

の
た
め
に
止
め
る
べ
き
だ
と

思
う
が
い
か
が
か
。

低
所
得
者
世
帯

に
対
し
て
は
軽

減
を
実
施
し
て
お
り
、
一
定

の
所
得
の
あ
る
世
帯
に
係
る

均
等
割
は
、
こ
れ
ま
で
同
様

の
負
担
に
つ
い
て
ご
理
解
を

頂
き
た
い
。

問

問

問

保
険
健
康
課
長

問

問町 

長

　
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
財
源
効
果
額
の
有
効
な
活
用
は
？

問
　「
保
育
士
等
の
人
員
配
置
な
ど
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
先
ず
考
え
て
い
き
ま
す
」

町
長

西藤　典子 議員

福
祉
人
権
課
長

福
祉
人
権
課
長

問

福
祉
人
権
課
長

福
祉
人
権
課
長

高
す
ぎ
る
国
保
税
の

　
　
引
き
下
げ
に
つ
い
て

一般質問

▶「広報くらて」（令和元年8月号）より
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一般質問

ま
ず
初
め
に
、
５
月

に
川
崎
市
で
私
立
小

学
校
の
ス
ク
ー
ル
バ
ス
通
り

魔
事
件
が
起
こ
り
、
小
学
６

年
生
の
女
子
児
童
１
人
と
見

送
り
に
来
て
い
た
保
護
者
が

51
歳
の
引
き
こ
も
り
の
通
り

魔
に
後
か
ら
不
意
に
襲
わ
れ

亡
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
６
月
に
は
、
元
農
林

水
産
省
事
務
次
官
が
東
京
練

馬
区
の
自
宅
で
44
歳
の
引
き

こ
も
り
の
長
男
に
手
を
か
け

る
と
い
う
事
件
が
起
き
て
い

る
。
こ
う
な
る
前
に
誰
か
に

相
談
し
て
い
れ
ば
こ
の
よ
う

な
最
悪
の
事
態
を
回
避
出
来

た
と
思
わ
れ
る
。

　

全
国
で
は
15
歳
か
ら
64
歳

ま
で
合
わ
せ
て
約
１
１
０
万

人
の
引
き
こ
も
り
の
方
が
い

る
と
思
わ
れ
る
。
日
本
の
人

口
は
約
１
億
２
０
０
０
万
人

だ
が
、
鞍
手
町
に
換
算
し
た

場
合
１
４
０
人
い
る
と
推
測

で
き
る
。
町
内
在
住
の
人
数

の
把
握
は
。

人
数
に

つ
い
て

は
、
対
象
者
把
握
は
困
難
な

た
め
町
で
は
調
査
を
行
っ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
平
成
30
年

度
に
健
康
増
進
係
の
保
健
師

が
対
応
し
た
総
件
数
は
３
件

で
す
。義

務
教
育
の
不
登
校

児
童
に
つ
い
て
人
数

把
握
は
。

今
年
度
、
小

学
生
の
不
登

校
の
方
は
い
ま
せ
ん
。
中
学

生
に
つ
い
て
は
数
名
の
方
が

い
ま
す
。福

岡
市
や
北
九
州
市

で
は
相
談
窓
口
が
あ

り
、
任
意
団
体
の
活
動
も
あ

る
が
鞍
手
町
の
状
況
は
。

総
合
福

祉
セ
ン

タ
ー
の
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
等
で
随
時
、
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、

社
会
福
祉
協
議
会
が
実
施
す

る
心
配
事
相
談
な
ど
も
あ
り

ま
す
。引

き
こ
も
り
相
談
会

が
飯
塚
で
も
実
施
さ

れ
て
い
る
が
、
鞍
手
町
で
の

計
画
は
。

鞍
手
町

に
お
い

て
は
、
県
、
嘉
穂
・
鞍
手
保

健
環
境
事
務
所
の
健
康
増
進

課
が
相
談
部
所
と
な
っ
て
お

り
、
引
き
こ
も
り
相
談
会
が

年
５
回
あ
り
ま
す
。
こ
の
情

報
に
つ
い
て
は
今
年
の
６
月

に
チ
ラ
シ
を
全
戸
配
付
を
し

て
住
民
周
知
を
図
っ
て
い
ま

す
。

　

個
別
に
鞍
手
町
で
引
き
こ

も
り
相
談
会
は
行
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
随
時
窓
口
等
で
相

談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
健
康

増
進
係
の
保
健
師
が
相
談
を

受
け
、
県
、
嘉
穂
。
鞍
手
保

健
福
祉
環
境
事
務
所
に
繋
げ

て
い
ま
す
。

問
町長

野口美恵子 議員

問

福
祉
人
権
課
長

問教
育
課
長

問

福
祉
人
権
課
長

問

福
祉
人
権
課
長

引きこもりについての相談窓口は？

「地域包括支援センターで
　　　　相談を受け付けています」

▶福岡県主催のひきこもり相談会案内チラシ
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一般質問

町
長
就
任
以
来
懸
案

事
項
で
あ
る
副
町
長

不
在
の
理
由
と
、
副
町
長
候

補
者
を
い
つ
議
会
に
提
案
さ

れ
る
の
か
。

当
選
か
ら
１
年

が
経
ち
、
私
は

当
選
直
後
か
ら
私
と
同
じ
方

向
を
向
い
て
ま
ち
づ
く
り
を

進
め
て
く
れ
る
副
町
長
が
必

要
と
い
う
考
え
か
ら
、
町
長

就
任
後
す
ぐ
に
、
あ
る
方
に

副
町
長
就
任
の
要
請
を
し
ま

し
た
が
同
意
が
得
ら
れ
ず
現

在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

　

私
と
思
い
を
同
じ
く
し
て

鞍
手
町
の
発
展
に
共
に
歩
い

て
く
れ
る
方
の
と
こ
ろ
ま
で

行
き
着
い
て
い
な
い
の
が
現

状
で
す
の
で
、
も
う
し
ば
ら

く
副
町
長
不
在
の
町
政
運
営

が
進
む
と
思
い
ま
す
。

　

副
町
長
候
補
者
を
い
つ
議

会
に
提
案
す
る
の
か
と
い
う

ご
質
問
で
す
が
、
そ
の
方
の

と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
い
て
い

ま
せ
ん
の
で
、
議
会
に
提
案

出
来
る
状
況
に
は
あ
り
ま
せ

ん
。

共
に
す
る
人
間
が
い

な
い
と
い
う
こ
と
で

１
年
経
っ
て
い
る
。
見
つ
か

る
ま
で
ま
だ
１
年
ぐ
ら
い
掛

か
る
の
か
。

相
手
方
が
あ
る

こ
と
で
も
あ
り

ま
す
の
で
、
今
こ
こ
で
何
時

ま
で
に
は
決
め
た
い
と
い
う

答
弁
は
出
来
か
ね
る
と
い
う

状
況
で
す
。

各
課
長
は
自
身
の
課

の
対
応
に
追
わ
れ
て

い
る
訳
で
あ
り
副
町
長
不
在

は
大
変
困
っ
て
い
る
と
思

う
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
鞍
手
町
役

場
自
体
が
危
機
的
状
況
に
な

る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し

て
い
る
。

　

町
長
に
は
本
件
の
早
急
な

解
決
を
希
望
す
る
。

鞍
手
町
総
合
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
を
立

ち
上
げ
て
い
る
が
、
そ
れ
以

外
に
も
町
長
の
考
え
は
あ
る

の
か
。

町
内
商
工
業
の

振
興
発
展
の
施

策
に
つ
い
て
は
全
て
総
合
計

画
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
ま

す
。

　

総
合
計
画
に
基
づ
く
商
工

業
の
基
本
理
念
で
見
ま
す

と
、
鞍
手
町
中
小
企
業
振
興

基
本
条
例
が
平
成
30
年
12
月

に
議
会
で
議
決
い
た
だ
き
、

条
例
に
基
づ
く
中
小
企
業
活

性
化
計
画
を
本
年
２
月
に
策

定
を
し
ま
し
た
。

　

現
在
計
画
を
具
現
化
す
る

た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン

の
検
討
、
協
議
を
進
め
て
い

ま
す
。

問
　「
町
の
発
展
に
共
に
歩
ま
れ
る
方
ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
行
き
着
い
て
い
ま
せ
ん
」

町
長

　
副
町
長
不
在
の
理
由
と

　
　
　
　
　
　
　
新
た
に
選
定
す
る
時
期
は
？

許斐　英幸 議員

問

町 

長

問 町 

長

問

町 

長

新たな力で躍動するまち くらて

第５次鞍手町総合計画

～ 未来につなぐ つながる 希望の芽 ～

商
工
業
施
策
に
つ
い
て

問

▶第5次鞍手町総合計画
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３
園
の
町
立
保
育
所

を
１
園
に
統
合
す
る

目
的
は
。

待
機
児

童
発
生

の
要
因
と
し
て
、
保
育
士
不

足
に
よ
り
定
員
ま
で
児
童
の

受
入
が
出
来
て
い
な
い
こ
と

で
す
。

　

保
育
士
を
１
箇
所
に
集
中

す
る
こ
と
で
児
童
の
受
入
枠

を
拡
大
し
、
待
機
児
童
の
解

消
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
い
ま
す
。

統
合
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
メ
リ
ッ
ト
及
び

デ
メ
リ
ッ
ト
は
。

メ
リ
ッ

ト
は
、

待
機
児
童
の
解
消
そ
の
他
施

設
の
改
修
や
遊
具
の
充
実
な

ど
、
ハ
ー
ド
面
へ
の
投
資
を

１
箇
所
に
集
中
で
き
る
こ
と

で
す
。
デ
メ
リ
ッ
ト
は
、
こ

れ
ま
で
通
っ
て
い
た
保
育
所

が
な
く
な
り
転
園
せ
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
負
担
を
保
護

者
と
子
ど
も
へ
強
い
る
こ

と
、
ま
た
住
ま
い
近
く
の
保

育
所
が
な
く
な
る
と
い
う
こ

と
で
す
。町

立
・
私
立
を
含
め

た
各
保
育
所
の
待
機

児
童
数
は
。

９
月
時

点
で
15

名
で
す
。
内
訳
は
町
立
４
名

私
立
11
名
で
す
。

町
立
の
保
育
士
を
出

向
に
出
す
な
ど
私
立

の
補
助
・
援
助
を
行
っ
て
は
。

制
度
上
そ
う
い

う
こ
と
が
可
能

か
ど
う
か
承
知
し
て
い
な
い

が
、
希
望
が
あ
る
な
ら
、
意

思
を
尊
重
す
る
こ
と
は
で
き

ま
す
。町

が
保
育
士
の
処
遇

に
補
助
金
を
出
す
な

ど
、
他
の
自
治
体
に
は
な
い

政
策
を
考
え
て
は
ど
う
か
。

本
町
に
そ
う
い

っ
た
補
助
が
で

き
る
か
に
つ
い
て
は
、
難
し

い
状
況
で
す
。

無
償
化
の
詳
細
に
つ

い
て
の
保
護
者
へ
の

周
知
は
。

施
設
を

通
じ
内

容
と
手
続
き
に
つ
い
て
周
知

を
し
て
い
ま
す
。

　

広
報
８
月
号
に
も
掲
載
し

住
民
周
知
を
図
っ
て
い
ま

す
。

副
食
費
が
無
償
化
の

対
象
外
の
理
由
は
。

副
食
費

は
保
育

料
の
中
に
含
め
て
市
町
村
が

徴
収
し
て
き
ま
し
た
。

　

３
歳
児
以
上
の
保
育
料
は

無
償
化
さ
れ
ま
す
が
、
含
め

て
徴
収
さ
れ
て
い
た
副
食
費

は
無
償
化
の
対
象
外
で
す
。

そ
の
た
め
、
新
た
に
施
設
が

徴
収
し
ま
す
。

副
食
費
の
実
費
徴
収

に
つ
い
て
納
得
の
い

く
説
明
が
必
要
で
は
。説

明
責

任
は
、

町
が
き
ち
ん
と
果
た
し
て
行

く
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て

い
ま
す
。私

立
の
副
食
費
を
補

助
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
。

幼
稚
園
、
保
育

所
を
利
用
し
て

い
な
い
方
と
の
公
平
性
ま
た

町
立
、
私
立
の
公
平
性
を
考

え
る
と
難
し
い
状
況
で
す
。

０
歳
か
ら
５
歳
児
の

幼
稚
園
・
保
育
所
の

利
用
料
を
独
自
に
無
償
化
に

す
る
自
治
体
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
子
育
て
に
有

利
な
政
策
を
行
う
こ
と
が
若

い
保
護
者
の
方
達
へ
の
定
住

促
進
に
繋
が
る
の
で
は
。

　

目
先
の
財
政
が
な
い
と
い

う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
先
を

見
据
え
た
太
っ
腹
の
考
え
で

子
育
て
世
代
に
対
す
る
政
策

を
考
え
て
見
て
は
ど
う
か
。

仮
に
検
討
す
る

余
地
が
あ
っ
た

と
し
て
も
厳
し
い
財
政
上
の

中
で
実
施
す
る
こ
と
は
難
し

い
状
況
で
す
。

令和元年10月 31日発行　鞍手町議会だより　No.127

須山由紀生 議員

町長

問

令和元年10月 31日発行　鞍手町議会だより　No.127

問福
祉
人
権
課
長

問

福
祉
人
権
課
長

問福
祉
人
権
課
長

問町 

長

町 

長
問

　
幼
児
教
育
・
保
育
の

　
　
　
無
償
化
に
つ
い
て

問福
祉
人
権
課
長

問福
祉
人
権
課
長

問福
祉
人
権
課
長

問町 

長

問町 

長

町立保育所統合の目的は？

「待機児童の解消を図ること！」

一般質問
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た
め
池
新
法
が
施
行

さ
れ
そ
の
管
理
が
厳

し
く
な
っ
て
い
る
中
で
管
理

作
業
中
の
生
産
農
家
が
亡
く

な
る
と
い
う
悲
惨
な
事
故
が

起
き
た
。
先
ず
町
内
に
は
た

め
池
が
何
か
所
あ
る
の
か

町
が
管
理
す
る

の
は
63
か
所
、

個
人
所
有
は
営
農
組
合
長
を

通
じ
て
調
査
中
で
す
。

管
理
は
ど
の
よ
う
に

さ
れ
て
い
る
の
か
。

土
木
係
が
管

守
委
託
料
と

し
て
88
万
６
２
８
０
円
を
６

地
区
12
組
合
に
支
払
い
、
そ

の
他
12
組
合
の
組
織
が
多
面

的
機
能
基
金
で
農
政
か
ら
支

払
い
管
理
委
託
を
し
て
い
ま

す
。

現
場
は
高
齢
化
し
管

理
作
業
は
ま
ま
な
ら

ぬ
状
況
だ
が
、
町
と
し
て
も

要
請
が
な
い
と
何
も
で
き
な

い
で
は
な
く
現
場
の
巡
回
が

必
要
と
思
う
が

現
実
的
に
は

管
理
委
託
し

て
い
る
地
元
か
ら
修
理
等
の

要
請
が
な
い
と
現
場
に
行
け

て
な
い
の
が
実
情
で
す
。

中
山
本
村
営
農
組
合

管
轄
の
金
木
原
法
面

の
崩
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
修

理
は
終
っ
た
の
か
。

関
係
者
と
の

費
用
負
担
で

整
理
が
つ
か
ず
ま
だ
止
ま
っ

た
ま
ま
で
す
。

早
急
に
修
理
を
終
わ

ら
せ
る
こ
と
と
前
述

し
た
よ
う
に
管
理
作
業
に
携

わ
る
方
が
高
齢
化
し
て
お
り

悲
惨
な
事
故
が
繰
り
返
さ
れ

な
い
よ
う
に
指
導
さ
れ
る
こ

と
を
要
望
す
る
。

週
刊
新
潮
６
月
25
日

号
両
開
き
で
鞍
手
町

の
ヒ
メ
ホ
タ
ル
の
写
真
が
掲

載
さ
れ
た
。
ヒ
メ
ボ
タ
ル
は

ゲ
ン
ジ
、
ヘ
イ
ケ
ホ
タ
ル
と

違
っ
て
小
さ
な
陸
生
の
ホ
タ

ル
で
、
５
月
末
か
ら
６
月
中

旬
ま
で
観
察
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
町
内
は
も
ち
ろ
ん
町

外
県
外
か
ら
の
プ
ロ
の
カ
メ

ラ
マ
ン
も
含
め
多
く
の
方
が

見
に
来
て
い
る
。
今
後
は
ま

だ
増
え
て
い
く
と
思
う
が
こ

の
資
源
を
町
と
し
て
ど
う
生

か
し
て
い
く
の
か
。

注
目
度
が
上
が

っ
て
い
る
こ
と

は
理
解
し
て
い
ま
す
。
ま
ず

は
ヒ
メ
ボ
タ
ル
の
生
息
地
が

荒
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

が
前
提
で
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
グ

ル
ー
プ
の
方
た
ち
と
話
し
合

い
人
的
や
財
源
等
の
問
題
も

含
め
て
最
適
な
方
向
を
検
討

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

町
で
た
め
池
の
巡
回
が
必
要
な
の
で
は
？

問
　「
地
元
か
ら
の
要
請
が
な
い
と
現
場
に

　
　
　
　
行
け
て
い
な
い
の
が
現
状
で
す
」

町
長

令和元年10月 31日発行　鞍手町議会だより　No.127

栗田　美和 議員

ヒ
メ
ボ
タ
ル
対
策
に
つ
い
て

問建
設
課
長

問

建
設
課
長

問

建
設
課
長

問建
設
課
長

問

問

町 

長

一般質問

▶乱舞するヒメボタル（写真はイメージです。）
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■
編 

集 

後 

記

く
ら
て
議
会
だ
よ
り

第
127
号
●
発
行
／
福
岡
県
鞍
手
町
議
会　

 

●
編
集
／
議
会
だ
よ
り
編
集
委
員
会　
〒
８
０
７-

１
３
９
２  

福
岡
県
鞍
手
郡
鞍
手
町
大
字
中
山 

３
７
０
５　
☎ 
０
９
４
９
（
42
）
２
１
１
１　

  

●
印
刷
所
／
社
会
福
祉
法
人  

福
岡
コ
ロ
ニ
ー

発
行
責
任
者

編
集
ス
タ
ッ
フ

議
会
議
長

星　
　
正　
彦

委
員
長

野　
口　
美
恵
子

副
委
員
長

西

藤

典

子

委

員

有

働

徳

仁

委

員

新

谷

留

晴

委

員

委

員

添

田

政

勝

的

野

信

之

案
じ
て
い
た
台
風
も
、
当
地
に

は
さ
し
た
る
被
害
を
も
た
ら
す
こ

と
も
な
く
去
り
、
一
安
堵
。
そ
れ

に
し
て
も
近
来
の
自
然
災
害
に
は

常
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

　

折
し
も
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
国

連
本
部
で
は
気
候
変
動
対
策
が
総

会
の
主
要
議
題
と
な
り
、
16
歳
の

環
境
活
動
家
、
グ
レ
タ
・
ト
ゥ
ン

ベ
リ
さ
ん
ら
が
「
世
界
の
指
導
者

が
気
候
変
動
対
策
を
怠
り
、
私
た

ち
の
未
来
を
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ

な
い
」
と
訴
え
て
い
る
。
私
達
も

子
や
孫
、
若
者
た
ち
の
未
来
を
守

る
た
め
の
具
体
的
行
動
を
起
こ
す

べ
き
時
か
も
知
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　

��（
西
藤　
典
子
）

議会を傍聴しませんか
議会はだれでも一般質問・議案質疑を傍聴できます。受付は、当日に議会事務局で行います。
また一般質問を傍聴する方の希望に応じ、手話通訳者を派遣しています（無料）。これには事前予約が必要です。

■問い合わせ　議会事務局
☎ 42局2111番（内線331）

（次回は、12月議会です。）

表紙の紹介 鞍手町の特産品「巨峰」

　他の種類のブドウと比べて、実が大きいことから、「ブドウの王様」とも広く
賞賛されている巨峰。ご存知のとおり鞍手町の特産品です。
　巨峰という名前の由来は、開発された農学研究所から見える雄大な富士山に
ちなんで付けられたそうです。巨峰は花が咲いた後そのまま実を付けさせると
７００ｇから８００ｇ程の大きな房になり、色も薄く赤いブドウになり、糖度も
今の物よりずっと低く美味しいブドウにならないそうです。生産者は花が付いた
ら適度に間引きし、粒の数を調整する事で一粒一粒に栄養がたっぷりといきわた
り、色も黒くなるようにしているそうです。


